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　要　旨　　脳性麻痺に対する装具療法の問題点について，アンケート調査の結果をも

　とに理学療法士の立場から分析した．アンケートは121の小児施設を対象に実施し，

　65施設から回答が得られ，その回収率は53．7彩であった．装具処方において理学療法

　士の判断が56人（86．2彩）に求められている．しかし，その内の50彩が装具適用の

　時期，処方内容について疑問をもっている．これらのことから，理学療法士と医師と

　の間における処方にっいての認識の違い，互いのコミュニケーション不足・手段など

囲騙る勲だ　　…一3：一一
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はじめに

　脳性麻痺児の運動発達は異常な緊張性反射，

筋活動のアンバランスなどによって影響を受

ける．その結果，特有な肢位・運動パターン

が学習されることになる．これらの問題に対

して理学療法では，主として運動療法を可及

的早期より実施し効果をあげている．しかし

ながら，拘縮・変形の発生が避けられないケ

ースがいるのも事実である．

　一般に，このような問題に対して有用な方

法として装具療法が実施されている．油川ら

1）の調査によると，施設における全入園児の

装具装着率は51．9％にも達する．ところが，

装具処方においては多くの理学療法士が，処

方する医師との間での判断のくい違いなどの

ために何等かの疑問をもっている．そこで，

脳性麻痺に対する装具処方上の問題点を，理

学療法士の立場からアンケート調査をもとに

分析することにする．

対象および方法

　筆者は先般，脳性麻痺の手術および装具療

法とのかかわりについて述べた2）．その際に

実施したアンケート調査の一部（表1）を採

用した．アンケートは日本理学療法士協会発

行の会員名簿をもとに全国121の小児施設の

理学療法士長（代表）を対象とした．回答は

65施設から得られ，回収率は53．7彩であっ

た．

結　　果

　アンケート調査の結果，装具処方時に理学

療法士の判断が求められると回答したのは56
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表1　アンケート調査表

装具について

　（1）装具の処方時において理学療法士の判断

　　が求められますか．

　　a．求められる．（内容にっいて具体的に

　　　御記入ください．）

　　b．求められない．（そのことについて，

　　　どのように思いますか．）

　（2）装具適用の時期，処方内容について疑問

　　に思うことがありますか．

　　a．無い

　　b．ある（具体的に御記入ください．）

表4　装具適用の時期，処方内容について疑問

　　があると回答した記述内要の要約

　　　　　　　　　　　（複数記入有り）

表2　アンケート調査結果

記述内容の要約 件数

装具適用について，医師との間で判断のく

い違いがある
8

子供の運動機能を考慮しないで処方される 6

装具処方などについて協議する機会がない 6

処方内容に疑問がある 5

完成した装具が適合していないことが多い 3

期待していた効果がない 3

脳性麻痺を専問とする医師の判断が欲しい 3

その他 5

装具の処方時において理学療法士の判断が求め

られますか

求められる　求められない　無回答　　計

　56　　　　　　4　　　　　5　　　65

装具適用の時期，処方内容にっいて疑問に思う

ことがありますか

無　い　　あ　る　　無回答

　25　　　　　32　　　　　8

計

65

　　　判断が求め判断が求め
内訳　　　　　　　　　　　無回答　計
　　　られる　　られない

疑問が
あ　る

疑問が
無　い

28

24

4

0

0　　　32

1　　　25

表3　装具の処方時において理学療法士の判断

　　が求められると回答した記述内容の要約

　　　　　　　　　　　（複数記入有り）

記述内容の要約 件数

医師に装具処方を依頼する

カルテなどに意見書を書く
19

理学療法士が処方内容を決め，それをもと

に医師と協議し処方を出してもらう
16

内容に違いはあるが，口頭・回診・装具会

議などで判断を求められる
16

手術後については医師の判断による 6
装具については全面的にまかされている 5

その他 4

人（86．2％）であった．また，装具適用の時

期，処方内容について疑問に思うことがある

かの問いについては，疑問に思う32人（49．2

％），思わない25人（38．5勉）であった．一

方，疑問に思うと回答した内の28人もが判

断を求められていた（表2）。表3は，装具

処方時に理学療法士の判断がどのような形で

求められているかについて，回答された記述

内容を要約しその件数を示したものである．

その内容はr医師に装具処方を依頼する」か

ら「全面的にまかされている」までかなりの

幅があった．表4は，装具適用の時期、処方

内容について，記述内容を要約しその件数を

示したものである．

考 察

　アンケート調査の結果より問題点を探ると

理学療法士と医師との間における処方につい

ての認識の違い、互いのコミュニケーション

の不足・手段の問題などが挙げられる．

　1．処方について

　装具処方時において理学療法士の判断が求

められると回答した記述内要の要約（表3）

を見ると，処方についての認識に理学療法士

と医師との間にずれがある．処方はr依頼」

として受け取る考えとr指示」として受け取
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る考えとの間で理解されているようである．

　処方についての基本的考えとして，アメリ

カの理学療法士協会を例にとると，　「理学療

法士と医師との関係は理学療法士が独立と責

任の権限をもち，医師との間は依頼と協力の

関係であるとし，一定程度の独立青任，自由

裁量権をもっているが，完全独立ではないと

いう立場に立っている．」とある3）．

例えば，記述内容の一つにr手術後の装具処

方については医師の判断による」とあるが，

装具適用の一つに手術後の後療法として手術

効果を高めるために使用されることがある．

その手術効果はすぐに判断できるものではな

く，装具療法とともに手術後の運動療法を前

提にしていることも多くある．したがって，

理学療法アプローチの面から装具製作には十

分な配慮が必要であり，理学療法士の意見も

反映されるべきであると考える．そのために

も理学療法士は積極的にモデル取りから完成

チェックまでかかわりをもたなければならな

い．このように，理学療法士としては医師と

の関係においてcolaborativeな関係41の確立

のために，資質の向上など多くの課題を解決

していくと同時に責任ある行動が必要である，

　2．協議の場について

　装具処方時において理学療法士の判断が求

められると回答したものは56人（86．2％）

であった．にもかかわらず，その内の28人

（50彩）が装具適用の時期，処方内容にっ

いて何等かの疑問をもっている．この原因は

コミュニケーション不足にあると思われる．

脳性麻痺治療の原則はチームアプローチであ

り，その円滑な遂行のためには討議の場が不

可決である．施設形態が通園の場合は常勤の

医師がいないことが多く困難なこともある．

装具適用の時期，処方内容にっいて疑問があ

ると回答した記述内容の要約（表4）に見ら

れる様々な疑問の多くが，互いの情報をもち

より討議することで減ってくると思われる．

回診，装具会議，それが不可能ならばカルテ

などの紙 ヒを通してなど，いろいろな工夫が

されるべきである．

終わりに

脳性麻痺に対する装具処方の問題点について，

アンケート調査の結果をもとに理学療法士の

立場から考えてみた．この問題は言うは易い

が，解決のためには莫大な時間と労力を必要

とするだろう．
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